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「エネルギー消費の効率化等に資する我が国技術の国際実証事業／ 

実証要件適合性等調査」に係る第２回公募について 

（２０２０年７月３０日） 

 

 

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（以下「ＮＥＤＯ」という。）は、２０２０年

度に「エネルギー消費の効率化等に資する我が国技術の国際実証事業」（以下、「本事業」という。）の

「実証要件適合性等調査」（以下「本調査」という。）を実施する予定です。本調査への参加を希望される

方は、本要領に従ってご応募ください。 

なお、本調査は、政府予算に基づき実施するため、予算案等の審議状況や政府方針の変更等により、

公募の内容や予算規模、採択後の実施計画、概算払の時期等が変更される場合があります。 

 

1. 件名 

エネルギー消費の効率化等に資する我が国技術の国際実証事業／実証要件適合性等調査 

 

2. 事業概要 

(1) 背景／目的 

世界の一次エネルギー需要は、国際エネルギー機関（ＩＥＡ）によると世界各国で省エネルギー政策を

実施したとしても２０４０年には２０１８年比で約１．２倍となる見込みであり、海外においてエネルギ

ー消費の拡大を抑制することは、我が国のエネルギー安全保障の確保に資するものであり、エネルギー起

源の温室効果ガスの排出抑制を通じて、地球温暖化問題の解決に貢献することは、エネルギー・環境関連

産業の発展にもつながるものです。 

本事業では、我が国が強みを有し、かつ３Ｅ＋Ｓ（安定供給、経済性、環境適合、安全性）の実現に資

するエネルギー技術を対象に、相手国政府機関等との協力の下、海外の環境下での有効性を実証し、その

技術の国内外での普及につなげることを目的とします。これにより、海外のエネルギー消費の抑制を通じ

た我が国のエネルギー安全保障の確保に資するとともに、温室効果ガスの排出削減を通じた地球温暖化

問題の解決に寄与することを目指します。また、制度的に先行している海外のエネルギー市場での実証を

通じて、日本への成果の還元を目指します。 

本調査においては、提案者が実証を希望する技術が、実証研究の対象として適切であるか、また、実証

研究の要件に適合するかを検討します。 

 

 

(2) 事業の流れ 

本事業は、①実証要件適合性等調査、②実証前調査、③実証研究、④フォローアップによって構成され

ます。①実証要件適合性等調査の終了時に競争選抜（以下「ステージゲート審査」という。）を行い、実

証研究候補として有望と認められた個別テーマは、②実証前調査に移行します。②実証前調査の終了時に

は個別テーマ毎に事業化評価を行い、実証研究の実現可能性及び技術の普及可能性が十分認められたも

のは、③実証研究に移行します。また、実証成果の普及に向けた活動が必要かつ有効と認められる場合

は、④フォローアップを実施することがあります。 

①は委託事業として、②以降は原則助成事業（ＮＥＤＯ負担率：大企業１／２、中堅・中小企業・ベン

チャー２／３）として実施します。ただし、ステージゲート審査において以下のクライテリアを満たすと

認められた場合は、②以降も委託事業として実施することが可能です。 
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【委託事業のクライテリア】 

相手国政府又は政府関係機関（地方政府を含む。）から日本国政府又はＮＥＤＯが事業主体となるこ

とが明示的に要求されているプロジェクト注であり、かつ、実証実施段階において、以下に掲げるい

ずれかの理由に該当するもの※。 

 

１. 相手国の公共エネルギーインフラ（電力、ガス、熱等）に関わる実証であって当該実証事業が
需要家に相当の影響を与えるもの、又は相当数の市民若しくは一般の法人の参加が必要な実証。 

２. 相手国のエネルギー・環境にかかわる制度やルールの創設・変更を促すことで初めて市場が創
出されるもの。 

３. ＮＥＤＯ実証単独ではなく、国際協力銀行（ＪＢＩＣ）、国際協力機構（ＪＩＣＡ）、日本貿易
保険（ＮＥＸＩ）等の関係機関やアジア開発銀行（ＡＤＢ）等の国際機関との連携の下で実施
するもの。 

 
※上記の１から３に該当しなくても、発展途上国において実施する事業のうち、政治・経済・社会の環境変化に

より遅延や損害の発生する蓋然性が高いものであって、特段の必要性が認められれば、委託事業として実施す

る理由に該当するものとする。 

 

注 

相手国政府機関等からの要請に加えて、日本国政府もその必要性を認めていること。また、実証事業に移行す

る段階において、相手国政府機関等が、実証成果の普及展開に協力する必要があることを十分に理解し、自ら

がそれを踏まえてプロジェクト推進に積極的に関与する意思を有すること。 

また、提案者においては、実証成果の普及展開に向けた追加投資、組織内の体制整備等、万全な対応を行う用

意があるものであり、ビジネスでのリスクが著しく大きく、助成事業では実施が困難であるものをいう。 

 

 

 

それぞれのフェーズにおける内容、実施形態、規模、期間、対象費用は以下のとおりです。 

 

［１］実証要件適合性等調査【今回の公募対象】 

提案者が実証したい技術を対象として、当該技術のビジネス展開を狙う国・地域におけるエネルギ

ー事情、関連政策、ビジネス環境等の情報収集を相手国政府機関や相手国企業等と意見交換しつつ行

うとともに、実証研究の実現性及び普及可能性の検証を行います。本調査の結果をもとに、実証要件

適合性等調査を完了した他の個別テーマとの間で競争選抜（ステージゲート審査。詳細は８．（３）

参照）が行われ、実証研究対象として有望であると認められた個別テーマについては実証前調査に移

行します。 

実施形態：委託事業（ＮＥＤＯ負担率１００％） 

規模：１テーマあたり２０百万円以内（税込） 

期間：原則１年以内 

対象費用：「労務費」、「その他経費」、「間接経費」、「再委託費」※（「機械装置等費」は対象外） 

図１：事業の流れ 
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※「再委託費」は、合理的な理由がある場合のみ。 

 

［２］実証前調査 

実証要件適合性等調査で得られた結果に基づき、実証設備の仕様、実証研究の詳細計画、実証研究

後の事業計画を検討します。加えて、実証研究を行う際に相手国企業と締結する契約文書（以下、仮

にＰＡ(Project Agreement)という）の原案を作成し、相手国企業との議論を通じて内容について事

前の合意を取り付けます※1。この実証前調査の結果をもとに、外部有識者による事業化評価が行わ

れ、実証研究の実現可能性と技術の普及可能性が十分認められた個別テーマは、実証研究に移行しま

す。 

実施形態：原則助成事業※2 

規模：１テーマあたり原則４０百万円以内※3（実施者負担分含む） 

助成率：大企業１／２、中堅・中小・ベンチャー企業２／３ （注） 

期間：原則１年以内（事情がある場合最大１年半以内） 

対象費用：「労務費」、「その他経費」、「委託費・共同研究費」（「機械装置等費」は対象外）※4 

※1.ＰＡ締結は実証研究の実施が決定した後となりますので、外部有識者による事業化評価の合格がＰＡの締結

及び実証研究の実施の前提である旨を相手国企業に理解いただくよう注意してください。また、ＮＥＤＯが

相手国と締結する合意文書（以下、仮にＭＯＵ(Memorandum of Understanding)という）と整合を取るため

に、ＰＡ原案をＮＥＤＯと共有していただきます。 

※2.委託で実施する場合、実証前調査の実施に当たっては、ＮＥＤＯが提示する調査委託契約書、調査委託契約

約款及び特別約款に基づき契約締結したうえで調査を実施することとなりますので、これらの契約書等に合

意することが実証前調査へ移行することの要件となります。 

※3.委託で実施する場合、ＮＥＤＯ負担分は４０百万円以内（税込）。 

※4.委託で実施する場合、主たる経費（「労務費」、「その他経費」のうちのいずれか）。 

 

［３］実証研究 

ＮＥＤＯは相手国政府機関等と協力に関する合意文書を締結し、実証研究の実施者（日本側実施

者）は実証実施のために相手国企業と契約文書を締結した上で、以下の（i）から（ⅳ）を実施しま

す。 

(ⅰ)実証研究の詳細計画の策定、機器・システムの設計 

実証研究の詳細計画を策定し、機器・システムを設計する。 

(ⅱ)製作・輸送 

機器・システムの製作・輸送を行う。 

(ⅲ)設置・試運転 

日本側実施者の技術指導の下、機器・システムを設置し、試運転する。 

(ⅳ)実証運転・普及啓発 

機器・システムの実証運転を行い、その有効性を確認するとともに、普及啓発活動を行う。 

実施形態：原則助成事業※1 

規  模：１テーマあたり原則４，０００百万円以内※2（実施者負担分含む） 

助成率 ：大企業１／２、中堅・中小・ベンチャー企業２／３ （注） 

期  間：原則３年以内 

対象費用：「機械装置等費」、「労務費」、「その他経費」、「委託費・共同研究費」※3 

※1.委託で実施する場合、ＮＥＤＯが提示する実証事業委託契約書、実証事業委託契約約款及び特別約款に基づ

き契約締結したうえで実証事業を実施しますので、これらの契約書等に合意することが実証事業へ移行する

ことの要件となります。 

※2.委託で実施する場合、ＮＥＤＯ負担分は原則３，０００百万円以内（税込）。 

※3.委託で実施する場合、主たる経費（「機械装置等費」、「労務費」、「その他経費」のうちのいずれか）。 
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［４］フォローアップ 

個別テーマの成果普及に向けた活動が必要かつ有効と認められる場合、見学会・セミナー・展示会

への参加・開催、人材育成、専門家派遣、運転データの取得等を実施します。 

実施形態：原則助成事業※1 

規  模：１テーマあたり２０百万円※2（実施者負担分含む） 

助成率 ：大企業１／２、中堅・中小・ベンチャー企業２／３ （注） 

事業期間：原則１年以内 

対象費用：「労務費」、「その他経費」、「委託費・共同研究費」（「機械装置等費」は対象外）※3 

※1.委託で実施する場合、ＮＥＤＯが提示する調査委託契約書、調査委託契約約款及び特別約款に基づき契約締

結したうえで調査を実施することとなりますので、これらの契約書等に合意することがフォローアップへ移

行することの要件となります。 

※2.委託で実施する場合、ＮＥＤＯ負担分は２０百万円以内（税込）。 

※3.委託で実施する場合、主たる経費（「労務費」、「その他経費」のうちのいずれか）。 

 

 

 

 （注）大企業及び中堅・中小・ベンチャー企業の定義は以下のとおりです。 

＊大企業とは以下に定義する中堅企業及び中小・ベンチャー企業を除いた企業 

＊中堅・中小・ベンチャー企業とは、以下の（ア）（イ）（ウ）又は（エ）のいずれかに該当する企業等であって、か

つ、大企業の出資比率が一定比率を超えないもの（注１）をいいます。 

 

（ア）「中小企業」としての企業 

中小企業基本法第２条（中小企業者の範囲及び用語の定義）を準用し、次表に示す「資本金基準」又は「従業

員基準」のいずれかの基準を満たす企業です。 

 

主たる事業として営んでいる業種 

※１ 

資本金基準 従業員基準 

※２ ※３ 

製造業、建設業、運輸業及びその他の業種

（下記以外） 
3億円以下 300 人以下 

小売業 5千万円以下 50人以下 

サービス業 5千万円以下 100 人以下 

卸売業 1億円以下 100 人以下 

※1 業種分類は、「日本標準産業分類」の規定に基づきます。 

※2 「資本金の額又は出資の総額」をいいます。 

※3 「常時使用する従業員の数」をいい、家族従業員、臨時の使用人、法人の役員、事業主は含みません。又、他

社への出向者は従業員に含みます。 

 

（イ）「中小企業者」としての組合等 

以下のいずれかに該当する組合等をいいます。 

１．技術研究組合であって、その直接又は間接の構成員の３分の２以上が（ア）の表の「中小企業者」として

の企業又は企業組合若しくは協業組合であるもの 

２．１．のほか、産業技術力強化法施行令第６条第三号に規定する事業協同組合等 

 

（ウ）「中堅企業」としての企業 

常時使用する従業員の数（注２）が１，０００人未満又は売上高が１，０００億円未満のいずれかの条件を満

ＮＥＤＯ 政府機関等 
合意文書 

助成 

企業等 相手国企業 

監督・協力・支援 

契約文書 

日本側 相手国側 

図２：実証研究時の体制 
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たす企業であって、中小企業を除いたものをいいます。 

 

（エ）研究開発型ベンチャー 

以下の条件をすべて満たす企業をいいます。 

・試験研究費等が売上高の３％以上又は研究者が２人以上かつ全従業員数の１０％以上であること。 

・未利用技術等、研究開発成果が事業化されていない技術を利用した実用化開発を行 うこと。 

・提案時に上記要件を満たす根拠を提示すること。 

 

（注１）次の企業は、大企業の出資比率が一定比率を超えているものとします。 

・発行済株式の総数又は出資の総額の２分の１以上が同一の大企業（注３）の所有に属している企業 

・発行済株式の総数又は出資の総額の３分の２以上が、複数の大企業（注３）の所有に属している企業 

（注２）常時使用する従業員には、家族従業員、臨時の使用人、法人の役員、事業主は含みません。又、他社への

出向者は従業員に含みます。 

（注３）大企業とは、（ア）から（エ）のいずれにも属さない企業であって事業を営むものをいいます。ただし、

以下に該当する者については、大企業として取扱わないものとします。 

・中小企業投資育成株式会社法に規定する中小企業投資育成株式会社 

・廃止前の中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法に規定する指定支援機関（ベンチャー財団）

と基本約定書を締結した者（特定ベンチャーキャピタル） 

・投資事業有限責任組合契約に関する法律に規定する投資事業有限責任組合 

 

 

(3) 対象とする技術・実証研究の要件と技術分野について 

以下のすべての項目を満たしていることを必須とします。採択審査にて、いずれかの項目を満たしてい

ないとの結論に至ったものは不採択となります。 

1） 顕著なエネルギー消費削減効果・石油燃料代替効果（以下「削減・代替効果」という）が期待でき

るもの。 

2） 実証後、国内外市場での普及が期待される技術であること。または、制度的に先行している海外の

エネルギー市場での実証を通じて、日本への成果還元が期待できること。 

3） 過去実施した事業と比べて、技術又はその使用形態に十分な差異があり、かつ実用化に向けた技術

的課題が明確であること。または、実証を行う地域特有の運用上の課題が明確であること。 

4） 以下の７つの技術分野のいずれかに当てはまるもの。 

＜エネルギー創出＞ 

① 厳しい自然環境のため再生可能エネルギーの普及が遅れている地域での導入を可能とする

技術 

（対象技術例） 

 アジア等のモンスーン地域における台風対策技術、寒冷地気候における着氷・着雪対

策技術など、現地の自然環境や都市環境に適合し、一定の市場規模を有する技術 

 

＜エネルギー需給適応＞ 

② 次世代の系統監視・制御技術 

（対象技術例） 

 ＩｏＴを活用し、送電・配電・再生可能エネルギー発電や需要の監視・制御・予兆管

理サービスを効果的に行う系統監視・制御技術 

③ 分散型エネルギー資源を統合してポジワット（創エネ／需要創出）・ネガワット取引等を促

進する技術 

（対象技術例） 

 再生可能エネルギー、コージェネレーション、蓄電・蓄エネルギー、デマンドレスポ

ンス等の分散型エネルギー資源を効果的に統合する技術 

 アンシラリー、インバランス回避などを目的とした調整力を提供する技術 

 余剰電力を電気自動車への充電に有効活用し、電力需要のピーク時等に放電（逆潮

流）する技術 
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 産業分野において、変動電源に対応した柔軟な生産・処理を可能とする技術 

④ 競争力あるエネルギー変換技術 

（対象技術例） 

 余剰電力をガスに転換し、燃料代替する技術 

 水素関連の技術 

 メタネーション等削減・代替効果が期待できるカーボンリサイクルに資する技術 

 熱需要の徹底的な電化を可能とする技術 

 これまで十分活用できていないバイオマスを活用したバイオ燃料生産技術 

 

＜エネルギー消費＞ 

⑤ エネルギー消費行動の変容を促す省エネルギーサービス技術 

（対象技術例） 

 エネルギーマネジメントを含む様々な顧客サービスを一体的に運用することで、エネ

ルギーマネジメントを行うインセンティブを向上させる技術 

 ビッグデータ解析やＡＩを活用し、情報発信（ナッジ）を効果的に行うことで、最適

なエネルギー消費行動を促すことができる技術 

 交通・物流のエネルギー効率の大幅な向上を可能とする技術（ＭａａＳ、シェアリン

グなど） 

⑥ エネルギー消費・ロスの多い産業において大幅な省エネルギー化を達成する技術 

（対象技術例） 

 先進的機器やＩｏＴ・ＡＩ等を活用して製造プロセスにおける電気・熱の利用の最適

化を行うことで省エネルギーを実現する技術 

 

＜横断分野＞ 

⑦ エネルギーの地産地消モデルの競争力を高める技術 

（対象技術例） 

 太陽光発電、風力発電、バイオマス発電、小規模地熱発電あるいは未利用熱エネルギ

ーなど地域にあるエネルギー源について、地域内で電気や熱として最適利用するマイ

クログリッド・地域ＥＭＳに係る技術 

 

(4) 対象国・地域 

対象国・地域は本邦域外におけるすべての国・地域。ただし、現地への渡航については、外務省海

外安全情報（危険情報及び感染症危険情報）が原則レベル１以下に下がるまで渡航を控えることが前

提となりますが、調査地域の経済活動再開の実態や自社判断を踏まえて、必要な場合は NEDO へ相談

してください。※１※２ 

また、新型コロナウイルスの感染状況を踏まえ、実証要件適合性等調査への影響につき十分に精査

するとともに、NEDO と緊密に協議を行いつつ、実施計画を柔軟に遂行してください。 

 

※1 危険情報レベルが２以上である場合には、原則危険情報レベルが１以下に引き下げられるまで、又は十分な対策により

安全が確保できることが確認されるまで、現地への出張を中断いただくことがあります。危険情報レベルの１以下への引

き下げが見込まれず、安全確保が困難と判断される場合には、事業を中止していただく場合があります。なお、事業者の

安全対策に関する規定が本規定と異なる場合は、個別に対応を協議します。 

※2 本事業では、安全保障貿易管理の観点から、輸出貿易管理令第４条第１項第三号イに規定する核兵器等の開発等の動向

に関して経済産業省が作成した「外国ユーザーリスト」に掲載されている企業・組織等（以下「企業等」という。）又は国

連の安全保障理事会の決議により武器及びその関連品等の輸出が禁止されている国（国連武器禁輸国・地域）（輸出貿易管

理令別表第３の２）及び懸念３か国（輸出貿易管理令別表第４）に属する企業等が提案書の相手国政府機関・相手国企業

等に含まれている場合は対象外とします。 経済産業省ウェブサイト<https://www.meti.go.jp/policy/anpo/law02.html> 

  

 

https://www.meti.go.jp/policy/anpo/law02.html
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(5) 実証要件適合性等調査の期間 

実証要件適合性等調査の期間については、ステージゲート審査の審査時期によって、以下のいずれか

から選択可能です。（調査期間は、最長で 2021年 9月末までとなります。） 

①2021 年度上期のステージゲート審査に申請する場合、ＮＥＤＯが指定する日から 2021年 3月末まで 

②2021 年度下期のステージゲート審査に申請する場合、ＮＥＤＯが指定する日から 2021年 9月末まで 

  

(6) 実証要件適合性等調査の規模 

 実証要件適合性等調査の１件あたりの予算規模は２０百万円以内、１０件程度とします。 

 

 

3. 応募要件 

応募資格のある法人は、次の①～⑤までの条件、「基本計画」及び「２０２０年度実施方針」に示さ

れた条件を満たす、単独又は複数で受託を希望する企業等とします。なお、複数者で提案の場合は、

必ず本調査の責任者となる幹事法人を定め、各企業等間の責任と役割を明確にして下さい。ただし、

再委託は原則不可とします。やむを得ず再委託する場合は合理的理由を提示していただきます。 

① 当該技術又は関連技術についての研究開発、調査又は事業実績を有し、かつ、事業目標の達成並

びに調査及び事業計画の遂行に必要となる組織、人員等を有していること。 

② 当該委託業務を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金及び設備等の十分な管

理能力を有していること。 

③ ＮＥＤＯが調査／事業を推進する上で必要とする措置を、委託契約に基づき、適切に遂行できる

体制を有していること。  

④ 提案者は日本法人（登記法人）であること。ただし、以下の条件を満たした場合は、日本法人と

外国法人との共同提案も取り得るものとします。 

i. 提案者たる日本法人の海外現地法人であること 

提案者たる日本法人が議決権付株式の過半数を有すること。但し、現地の法制度等に照

らし、提案者たる日本法人が議決権付株式の過半数の保有が困難な事情がある場合は、

当該事情を考慮して、ＮＥＤＯが適当と認める日本法人の海外現地法人（注）であるこ

と。 

ii. 日本法人との共同提案 

日本法人との共同提案であり、幹事提案者は日本法人であること。 

iii. 国内代理人の選任 

海外現地法人とＮＥＤＯの間の各種書類の授受、ＮＥＤＯの検査及び評価等への対応の

ため、海外現地法人が共同提案者である日本法人を事業に係る国内代理人として選任す

ること。また、海外現地法人は、国内代理人となる日本法人の役員又は従業員で、日本

に住所を有する者に、当該海外現地法人の事業の遂行に必要な権限と責任を与えるこ

と。 

iv. その他 

契約約款並びに契約決定の内容、条件、解釈及び効力に関しては、日本国で効力を有す

る法令に準拠し、契約約款に定めのある期間の始期及び終期は日本標準時間によるものと

する。また、契約約款に定める通貨は日本円とする。 

なお、相互の意見の疎通を図るため、契約約款で定める文書、書類、報告書等について

は、外国法人も日本語を使用するか、或いは国内代理人の責任で日本語訳を添付するこ

と。ＮＥＤＯと外国法人との間の協議、連絡、打ち合わせ等において日本語を使用するこ

とが求められる場合は、通訳の確保等の必要な措置を、当該外国法人又は国内代理人の負

担で講ずること。 
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⑤ 本調査後に想定されている「実証研究」を実施するにあたり、提案者または複数での提案の場合

は提案者の一部が、 

i. 「実証研究」を的確に遂行するに足る技術的能力を有すること。 

ii. 「実証研究」に係る企業化（ビジネス展開）に対する構想を有すること。 

iii. 「実証研究」の遂行及びその後の企業化を行うことができる財務状況にあること又は資金

調達力を有すること。 

 

（注）現地の法制度等によっては、日本法人が議決権付株式の過半数の保有が困難な場合があります。その場

合、提案者たる日本法人が、会社法施行規則にある財務及び事業方針の決定を支配している法人又はそれ

に準じる法人であれば、委託先・助成先としての条件を満たしていると判断します。 

 

 

4. 応募方法 

本調査の実施を希望する事業者は、以下の書類をＮＥＤＯ事務局（国際部）まで提出してくださ

い。なお、提案書９部は日本語でＡ４サイズ（Ａ３サイズの場合はＡ４サイズに折りたたむ）と

し、長辺左側にパンチ穴をあけた上で、左上をクリップ等で留めてください（ステープラー留め、

製本は行わないでください）。記載方法及び提出部数については別添１－１で詳細に説明いたしま

す。 

 

・ 提案書 ９部 （正１部 写８部） 

 本文（別添１－１） 

 事業概要書 PowerPoint（別添１－２） 

 直近の事業報告書 

 直近３年分の財務諸表（貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書） 

  

【提案書に添付する書類】 

提案書には次の資料又はこれに準ずるものを添付してください。 

・ 会社案内（会社経歴、事業部、研究所等の組織等に関する説明書） １部 

（提出先のＮＥＤＯ部課と過去１年以内に契約がある場合は不要） 

・ 提案書受理票（別添３） １部 

・ ワーク・ライフ・バランス等推進企業に関する認定等の状況について（別添４） １部 

・ 最新の代表者事項証明書の写し（履歴事項証明書、現在事項証明書でも可） １部 

・ ＮＥＤＯが提示した契約書（案）（本公募用に特別に掲載しない場合は、標準契約書を指

します）に合意することが提案の要件となりますが、契約書（案）について疑義がある

場合は、その内容を示す文書 １部 

・ 提出書類チェックリスト（別添５） １部 

 

【提案書に添付するＣＤ－Ｒ】 

以下のデータを保存したＣＤ－Ｒを併せてご提出ください。 

・ 提案書の内、以下のもの 

 本文（別添１－１） 

 事業概要書 PowerPoint（別添１－２） 

 直近の事業報告書 

 直近３年分の財務諸表（貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書） 

・ 提案概要 Excel（別添２） 
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【提案書の受理及び提案書に不備があった場合】 

・ 応募要件を満たさない者の提案書又は不備がある提案書は受理できません。 

・ 提出された提案書を受理した際には提案書類受理票を提案者にお渡ししますので、あらかじ

め別添３の「提案書類受理票」に会社名等ご記入の上、持参または送付してください。 

・ 受理された提案書等は返却しません。 

・ 提案書に不備があり、提出期限までに修正できない場合は、提案を無効とさせていただきま

す。その場合は書類を返却します。 

 

 

5. 提出期限及び提出先 

本公募要領に従って提案書を作成し、以下の提出期限までに郵送又は持参にてご提出ください。フ

ァックス又は電子メールによる提出は受け付けません。 

（公募期間：２０２０年７月３０日（木）から２０２０年９月７日（月)まで） 

 

(1) 提出期限 

２０２０年９月７日（月）正午必着 

※期限までに着かなかった提案書は、いかなる理由であろうとも無効とします。また、書類に

不備がある場合は審査対象になりません。 

※応募状況等により、公募期間を延長する場合があります。公募期間を延長する場合は、ウェ

ブサイトにてお知らせいたします。 

※ＮＥＤＯ公式 Twitterをフォローいただきますと、ウェブサイトに掲載された最新の公募情

報に関するお知らせを Twitterにて確認できます。 

ぜひフォローいただき、御活用ください。 

https://www.nedo.go.jp/nedomail/index.html 

 

 

(2) 提出先 

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 

国際部 公募事務局  宛 

〒２１２－８５５４ 神奈川県川崎市幸区大宮町１３１０ 

ミューザ川崎セントラルタワー １８階 

※郵送の場合は封筒に『「エネルギー消費の効率化等に資する我が国技術の国際実証事業／実

証要件適合性等調査」に係る提案書在中』と朱書きのこと。 

※持参の場合はミューザ川崎１６階の「総合案内」の受付の指示に従ってください。 

 

 

6. 秘密の保持 

ＮＥＤＯは、提出された提案書について、公文書等の管理に関する法律に基づく行政文書の管理に

関するガイドラインに沿い定められた関係規程により、厳重な管理の下、一定期間保存します。この

際、取得した個人情報については、法令等に基づく場合の提供を除き、研究開発の実施体制の審査の

みに利用しますが、特定の個人を識別しない状態に加工した統計資料等に利用することがあります。 

 

 

http://www.nedo.go.jp/nedomail/index.html


12 

7. 委託先の選定 

(1) 審査の方法について 

 外部有識者による採択審査委員会とＮＥＤＯ内に設置する契約・助成審査委員会の二段階で

審査します。 

 採択審査委員会では、提案書の内容について審査し、本事業の目的の達成に有効と認められ

る委託事業者候補を選定します。 

 契約・助成審査委員会では、採択審査委員会の結果を踏まえ、ＮＥＤＯが定める基準等に基

づき、最終的に実施者を決定します。 

 必要に応じてヒアリングまたは資料の追加等をお願いする場合があります。 

 特に採択審査委員会では、審査委員の前で短時間の発表と質疑応答をお願いする場合があり

ます。複数の企業等が共同で提案する場合は、原則、全ての提案者に出席していただきます

ので、日程の調整にご協力をお願いいたします。 

 委託先の選定は非公開で行われ、審査の経過等、審査に関する問い合わせには応じられませ

んのであらかじめご了承ください。 

 

(2) 審査基準 

① 採択審査の基準 

項目 重視するポイント 

要件審査 

 

調査の目的 ・公募要領で提示する調査の目的に合致していること。 

調査の実施者

（提案者） 

・調査の実施者（提案者）が日本法人又は日本法人と当該法人の現

地法人の組み合わせであり、かつ提案者が実証技術を有すること。

（複数者で提案する場合、いずれかの者が当該技術を有していれ

ば、可とする。） 

実証技術の主

目的 

・顕著なエネルギー消費削減効果・石油代替効果が期待できるもの

であること。 

実証研究後の

目標 

・実証研究後、国内外市場での普及が期待できる技術であること。

または、制度的に先行している海外のエネルギー市場での実証を通

じて、日本への成果還元が期待できること。 

明確な課題 ・実用化に向けた技術的課題が明確であること。または、実証を行

う地域特有の運用上の課題が明確かつ挑戦的であること。 

（既に実用化が進展しており、課題が明確でないものは対象外。） 

実証技術 ・実証技術が、公募要領で提示する技術分野のいずれかに当てはま

るものであり、コアとなる技術が我が国の事業者が有するものであ

ること。 

提案者の財務

状況 

・実証の遂行及び実証後の普及活動を行うことができる財務状況に

あること、又は資金調達力を有していること。 

重複 ・国（国立研究開発法人等を含む）が助成するほかの制度（補助

金、委託費等）において過去実施した事業または現在実施中の事業

と、同一の提案者による同一の研究開発課題でないこと。 

ワーク・ラ

イフ・バラ

ンス等推進

に関するも

の※ 

ワーク・ライ

フ・バランス

等推進企業に

関する認定等

の状況 

・女性活躍推進法に基づく認定企業（えるぼし認定企業・プラチナ

えるぼし認定企業）、次世代育成支援対策推進法に基づく認定企業

（くるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業)、若者雇用促進

法に基づく認定企業（ユースエール認定企業）であるか。 
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実証要件適

合性等調査

の調査計

画・体制等

の妥当性 

調査計画の妥

当性 

・本調査の目的である「提案者が実証を希望する技術が、実証対象

として適切であり、実証研究が成立するかを検証」するために、本

調査で明らかにすべき項目が明確かつ適切なものになっているか。 

・仕様書における調査項目毎に、具体的な課題を抽出し、目標、段

階ごとの実施手順や必要経費が明確に記載されているか。 

・調査結果の取りまとめ方（アウトプットイメージ）は具体的か。 

調査体制の妥

当性 

・提案する技術について的確な調査を行うことが出来る力量を備え

た人員を備えているなど、調査に必要な知見を有する研究員等を配

置しているか。 

・調査を行うに当たり、提案内容の遂行に必要な人員（人数・能

力・実績）を配置しているか。 

・経理、進捗管理、対外折衝・調整等の点で、委託業務を適切に遂

行できる体制を有しているか。 

・組織内外の業務の分担を明確に示し、効率的な体制となっている

か。（無駄な体制となっていないか。） 

調査の必要経

費の妥当性 

・予算の範囲内の積算額を提示しており、かつ調査の内容から判断

して妥当な積算となっているか。 

実証研究候

補としての

妥当性 

国・地域の妥

当性 

・対象とした国・地域において、対象技術に対するニーズが強く存

在し、実証後に大幅な普及が見込まれるか。または、日本にはない

市場環境が存在するなど、その国で実証研究を行う妥当性が十分あ

るか。 

対象技術の妥

当性 

・技術のスペックや効果、開発・販売状況等について具体的な説明

ができているか。 

・提案技術は、導入を検討している国・地域のニーズや現状を踏ま

えたものであり、また競合技術に対して市場競争力を持つ可能性が

高いものか。 

・対象技術は、対象国・地域において、新規性があるか。 

・技術実証要素が明確かつ妥当であり、類似技術と比較しても海外

で実証する意味があるものか。 

実証研究の成

果目標の具体

性 

・実証研究の技術的成果目標の具体的な説明ができていて、かつそ

れが妥当か。 

・その他の成果目標がある場合、その具体的な説明ができていて、

かつそれが妥当か。 

実証研究の全

体計画の妥当

性 

・実証研究における相手国企業候補、体制、スケジュール、費用等

の全体計画が、具体性、実現可能性、妥当性の点で十分なものとな

っているか。 

実証研究を実

施するうえで

必要な手続き

の網羅性 

・実証研究を実施するうえで確認や取得が必要となってくる許認

可、標準・規格、輸送・通関、税などの各種手続きについて、具体

的な検討項目・検討プランが記載されているか。 

実証研究の実

現を妨げる要

因（リスク）

とその対策の

妥当性 

・実証研究の実現を妨げる要因（リスク）について、具体的な検討

項目・検討プランが記載されているか。 
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※ 2016 年 3 月 22 日にすべての女性が輝く社会づくり本部において、社会全体で、女性活躍の前提となるワーク・

ライフ・バランス等の実現に向けた取組を進めるため、新たに、女性活躍推進法第 24 条に基づき、総合評価落

札方式等による事業でワーク・ライフ・バランス等推進企業をより幅広く加点評価することを定めた「女性の活

躍推進に向けた公共調達及び補助金の活用に関する取組指針」が決定されました。本指針に基づき、女性活躍推

進法に基づく認定企業（えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業）、次世代育成支援対策推進法に基づく認

定企業（くるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業)、若者雇用促進法に基づく認定企業（ユースエール認定

企業）に対しては加点評価されることとなります。 

 

② 契約・助成審査委員会の選考基準 

  次の基準により委託予定先を選考するものとする。 

i. 委託業務に関する提案書の内容が次の各号に適合していること。 

a. 開発等の目標がＮＥＤＯの意図と合致していること。 

b. 開発等の方法、内容等が優れていること。 

c. 開発等の経済性が優れていること。 

ii. 当該開発等における委託予定先の遂行能力が次の各号に適合していること。 

a. 関連分野の開発等に関する実績を有すること。 

b. 当該開発等の行う体制が整っていること。 

（再委託予定先等を含む。なお、国際共同研究体制をとる場合、そのメリットが明

確であること。また、特にＮＥＤＯの指定する相手国の研究開発支援機関の支援を

受けようとしている（または既に受けている）場合はその妥当性が確認できること。） 

c. 当該開発等に必要な設備を有していること。 

d. 経営基盤が確立していること。 

e. 当該開発等に必要な研究者等を有していること。 

f. 委託業務管理上ＮＥＤＯの必要とする措置を適切に遂行できる体制を有している

こと。 

なお、委託予定先の選考に当たってＮＥＤＯは、以下の点を考慮します。 

a. 優れた部分提案者の開発等体制への組み込みに関すること。 

b. 各開発等の開発等分担及び委託金額の適正化に関すること。 

c. 競争的な開発等体制の整備に関すること。 

d. 一般社団法人若しくは一般財団法人又は技術研究組合等を活用する場合における

役割の明確化に関すること。 

 

(3) 委託先の公表及び通知 

① 採択結果の公表等 

採択した案件（実施者名、事業概要）はＮＥＤＯのウェブサイト等で公開します。不採択と

した案件については、その旨を不採択とした理由とともに提案者へ通知します。 

② 採択審査員の氏名の公表について 

採択審査員の氏名は、採択案件の公開時に併せて公開します。 

実証研究後の

ビジネスモデ

ルの妥当性 

・実証研究後に想定するビジネスモデル（誰に、何を、どうやって

提供するか）は明確で、実証技術の普及が見込めるものか。 

・不確実な国の補助金や市況の変化等を過度に評価したビジネスモ

デルになっていないか。 

対象国・地域

又は日本への

波及効果の可

能性 

・実証研究を実施し、またその後普及することで、対象国・地域や

日本におけるエネルギー問題、二酸化炭素排出、インフラ整備、雇

用、人材育成等、各種課題の解決への貢献又は波及効果が期待でき

るか。 
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③ 附帯条件 

採択に当たって条件を付す場合があります。 

 

(4) スケジュール 

２０２０年 

７月３０日（木）： 公募開始 

８月７日（金）： 公募説明会（オンライン開催） 

９月７日（月）： 公募締め切り 

１０月上旬（予定）： 採択審査委員会（外部有識者による審査） 

１０月中旬（予定）： 契約・助成審査委員会 

１０月中下旬（予定）： 委託先決定・ＮＥＤＯウェブサイト公表 

１１月頃（予定）： 契約締結 

 

２０２１年 

５月頃（予定）： ステージゲート審査委員会 

１１月頃（予定）： ステージゲート審査委員会 

 

 

8. 留意事項 

(1) 基本計画の有効期間 

２０２０年７月現在、本事業の基本計画の有効期間は２０２０年度までであり、２０２１年度以降

の本事業の実施については政府予算に基づき基本計画が延長されることを条件とします。 

 

(2) 契約・交付 

新規に調査委託契約を締結するときは、最新の調査委託契約約款を適用します。また、委託業務の

事務処理は、ＮＥＤＯが提示する事務処理マニュアルに基づき実施していただきます。 

【参考】 

・委託事業の手続き：約款・様式 https://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/yakkan.html 

・委託事業の手続き：マニュアル https://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/manual.html 

 

実証前調査に移行して助成金の交付を行うときは、２０２０年８月に新たに制定予定の国際実証

事業用の交付規程※が適用される予定です。また、助成金の交付を受けるための事務処理は、ＮＥＤ

Ｏが提示する事務処理マニュアルに基づき実施していただきます。なお、国際実証事業用の交付規程

では、課題設定型産業技術開発費助成金交付規程と同様、実証研究で取得する財産の処分に制限がか

かること、事業終了後５年間は企業化状況報告書の提出及び収益納付の義務が課せられること等、

様々な注意点がありますので、あらかじめ内容を御確認ください。国際実証事業用の交付規程は、制

定次第以下のＷｅｂページにアップロード予定です。 

※課題設定型産業技術開発費助成金交付規程の内容に加え、ＮＥＤＯが、助成事業の適正な遂行に必要な範囲におい

て助言を行う場合があることを、新たに明記。なお、本公募関連資料に記載のある課題設定型産業技術開発費助成金

交付規程及び付随する様式は、新たに制定する国際実証用の交付規程のものと読み替えることとする。 

【参考】 

・助成事業の手続き：交付規程・様式 

https://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/hojo_josei_koufukitei_koufukitei.html  

・助成事業の手続き：マニュアル 

https://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/hojo_josei_manual_manual.html  

http://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/yakkan.html
http://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/manual.html
https://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/hojo_josei_koufukitei_koufukitei.html
https://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/hojo_josei_manual_manual.html
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(3) ステージゲート審査について 

ステージゲート審査（実証要件適合性等調査を完了した他の個別テーマとの競争選抜）を希望する

事業者は、ＮＥＤＯが指定する期日までに、ステージゲート審査に必要な資料をＮＥＤＯに提出して

いただきます。ステージゲート審査に必要な書類は、１３．【参考】ステージゲート審査/事業化評価

/フォローアップ審査の審査基準（予定）の表１に示す項目に沿って作成していただく予定です。本

公募で採択された事業者に別途提示します。 

なお、ステージゲート審査は、実証要件適合性等調査終了後２年程度以内であれば、一度不採択と

なった提案であっても１回に限り再度審査を受けることが可能です。（２０２１年５月頃及び１１月

頃の２回実施予定。日時は別途ＮＥＤＯから提示。）ただし、いずれの場合も実証要件適合性等調査

終了後に行う追加調査については、事業者の自己負担となります。 

 

(4) 相手国政府機関等との間のＭＯＵ及び相手国企業とのＰＡの締結について 

ＮＥＤＯと相手国政府機関等との間でＭＯＵを締結し、事業者と相手国企業との間でＰＡを締

結することが、実証研究を開始するための条件となります。どちらか一方が締結できない場合は、

たとえ事業化評価で実証研究へ進むことが決まっても、実証研究を開始することはできません。 

ＮＥＤＯは、相手国政府機関等（締結先候補又は締結先）との協議に最大限努めますが、相手国

政府機関等に起因するＭＯＵの締結時期の遅れ若しくは不成立又は合意内容の相手国政府機関等

による不履行若しくは不遵守について一切責任を負いませんのでご了承ください。 

 

(5) 実証研究における機器・システムの発注・製造について 

事業者は、実証研究において最初に機器の発注・製造に取り掛かる前に、事業中止に繋がりかねな

いリスクとその対応状況について確認を行い、機器の発注・製造への着手についてＮＥＤＯの了解を

得る必要があります。 

 

(6) 実証研究で取得する資産の取扱について 

①助成事業の場合 

助成事業を実施するために購入し、または製造した取得資産は、助成事業者に所有権が帰属しま

す。ただし、課題設定型産業技術開発費助成金交付規程に基づき、資産の取得日から一定期間、資

産の処分について制限が課されます。(2)に記載の助成事業の手続きマニュアルをご確認ください。

また、実証終了後に資産を廃棄することとなった場合、資産の廃棄に係る費用は助成対象費用とな

りません。 

②委託事業の場合 

委託業務を実施するために購入し、または製造した取得資産のうち、取得価額が５０万円（消費

税込）以上、かつ法定耐用年数が１年以上の資産については、実証期間中はＮＥＤＯに所有権が帰

属します。委託事業期間終了後は、ＮＥＤＯ内の規程に基づき、ＮＥＤＯから委託事業者又は相手

国政府等への譲渡が為されることになりますが、実証を開始する前にＮＥＤＯとの協議の上で決定

されます。なお、実証終了後に資産を廃棄することとなった場合は、資産の廃棄に係る費用は原則

として委託事業者の負担とします。 

 

(7) 標準化への対応 

技術開発成果の社会実装や国際展開に、標準が有効なツールとなることがあります。そのため、本

事業では、事業開始時に、ＮＥＤＯと標準に関する検討を実施していただく場合があります。検討の

結果、市場・技術の特性・戦略・ビジネスモデル等に標準が合致すれば、必要に応じ実証実施期間中

から、当該実証成果の ISO・IEC 等の標準化に取り組んでいただきます。 
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(8) 公的研究費の不正な使用及び不正な受給への対応 

公的研究費の不正な使用及び不正な受給（以下「不正使用等」という。）については、「公的研究費

の不正な使用等の対応に関する指針」（平成 20 年 12 月 3 日経済産業省策定。以下「不正使用等指

針」という。※1）及び「補助金交付等の停止及び契約に係る指名停止等の措置に関する機構達」（平

成 16 年 4 月 1 日 16 年度機構達第 1 号。ＮＥＤＯ策定。以下「補助金停止等機構達」という。※2）

に基づき、ＮＥＤＯは資金配分機関として必要な措置を講じることとします。併せて本調査の事業実

施者も研究機関として必要な対応を行ってください。 

本調査及び府省等の事業を含む他の研究資金において、公的研究費の不正使用等があると認めら

れた場合、以下の措置を講じます。  

 

※1．「不正使用等指針」についてはこちらをご参照ください：経済産業省ウェブサイト 

http://www.meti.go.jp/policy/economy/gijutsu_kakushin/innovation_policy/kenkyu-fusei-shishin.html 

※2．「補助金停止等機構達」についてはこちらをご覧ください： ＮＥＤＯウェブサイト 

 http://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/kokuhatu_index.html 

 

① 本調査において公的研究費の不正使用等があると認められた場合 

i. 当該研究費について、不正の重大性などを考慮しつつ、全部又は一部を返還していただきま

す。 

ii. 不正使用等を行った事業者等に対し、ＮＥＤＯとの契約締結や補助金等の交付を停止しま

す。 

（補助金停止等機構達に基づき、処分した日から最大 6 年間の契約締結・補助金等交付の

停止の措置を行います。） 

iii. 不正使用等を行った研究者及びそれに共謀した研究者（善管注意義務に違反した者を含む。

以下同じ。）に対し、ＮＥＤＯの事業への応募を制限します。 

（不正使用等指針に基づき、不正の程度などにより、原則、当該研究費を返還した年度の翌

年度以降 1～5年間の応募を制限します。また、個人の利益を得るための私的な流用が確認

された場合には、10年間の応募を制限します。） 

iv. 府省等他の資金配分機関に対し、当該不正使用等に関する措置及び措置の対象者等につい

て情報提供します。このことにより、不正使用等を行った者及びそれに共謀した研究者に対

し、府省等他の資金配分機関の研究資金への応募が制限される場合があります。また、府省

等他の資金配分機関からＮＥＤＯに情報提供があった場合も同様の措置を講じることがあ

ります。他府省の研究資金において不正使用等があった場合にも i～iiiの措置を講じるこ

とがあります。 

v. 不正使用等の行為に対する措置として、原則、事業者名（研究者名）及び不正の内容等につ

いて公表します。 

 

② 「公的研究費の不正な使用等の対応に関する指針」（平成 20 年 12 月 3 日経済産業省策定）

に基づく体制整備等の実施状況報告等について 

本調査の契約に当たり、各研究機関では標記指針に基づく研究費の管理・監査体制の整備が必

要です。 

体制整備等の実施状況については、報告を求める場合がありますので、求めた場合、直ちに報

告するようにしてください。なお、当該年度において、既に、府省等を含め別途の研究資金への

応募等に際して同旨の報告書を提出している場合は、この報告書の写しの提出をもって代える

ことができます。 

http://www.meti.go.jp/policy/economy/gijutsu_kakushin/innovation_policy/kenkyu-fusei-shishin.html
http://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/kokuhatu_index.html
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また、ＮＥＤＯでは、標記指針に基づく体制整備等の実施状況について、現地調査を行う場合

があります。 

 

(9) 研究活動の不正行為への対応 

研究活動の不正行為（ねつ造、改ざん、盗用）については「研究活動の不正行為への対応に関

する指針」（平成 19 年 12 月 26 日経済産業省策定。以下「研究不正指針」という。※3）及び「研

究活動の不正行為への対応に関する機構達」（平成 20 年 2 月 1 日 19 年度機構達第 17 号。ＮＥ

ＤＯ策定。以下「研究不正機構達」という。※4）に基づき、ＮＥＤＯは資金配分機関として、本

調査の事業実施者は研究機関として必要な措置を講じることとします。そのため、告発窓口の設

置や本調査及び府省等他の研究事業による研究活動に係る研究論文等において、研究活動の不正

行為があると認められた場合、以下の措置を講じます。 

 

※3．研究不正指針についてはこちらをご参照ください： 経済産業省ウェブサイト 

http://www.meti.go.jp/policy/economy/gijutsu_kakushin/innovation_policy/kenkyu-fusei-shishin.html 

※4．研究不正機構達についてはこちらをご参照ください： ＮＥＤＯウェブサイト 

 http://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/kokuhatu_index.html 

 

① 本調査において不正行為があると認められた場合 

i. 当該研究費について、不正行為の重大性などを考慮しつつ、全部又は一部を返還していただ

くことがあります。 

ii. 不正行為に関与した者に対し、ＮＥＤＯの事業への翌年度以降の応募を制限します。 

（応募制限期間：不正行為の程度などにより、原則、不正があったと認定された年度の翌年度

以降 2～10年間） 

iii. 不正行為に関与したとまでは認定されなかったものの、当該論文等の責任者としての注意

義務を怠ったことなどにより、一定の責任があるとされた者に対し、ＮＥＤＯの事業への翌

年度以降の応募を制限します。 

（応募制限期間：責任の程度等により、原則、不正行為があったと認定された年度の翌年度以

降 1～3年間） 

iv. 府省等他の資金配分機関に当該不正行為に関する措置及び措置の対象者等について情報提

供します。このことにより、不正行為に関与した者及び上記 iii により一定の責任がある

とされた者に対し、府省等他の資金配分機関の研究資金による事業への応募が制限される

場合があります。また、府省等他の資金配分機関からＮＥＤＯに情報提供があった場合も同

様の措置を講じることがあります。 

v. ＮＥＤＯは不正行為に対する措置を決定したときは、原則として、措置の対象となった者の

氏名・所属、措置の内容、不正行為が行われた研究資金の名称、当該研究費の金額、研究内

容、不正行為の内容及び不正の認定に係る調査結果報告書などについて公表します。 

 

② 過去に国の研究資金において不正行為があったと認められた場合 

国の研究資金において、研究活動における不正行為があったと認定された者（当該不正行為が

あったと認定された研究の論文等の内容について責任を負う者として認定された場合を含む。）

については、研究不正指針に基づき、本調査への参加が制限されることがあります。 

なお、本調査の事業実施者は、研究不正指針に基づき研究機関として規定の整備や受付窓口の

設置に努めてください。 

 

③ ＮＥＤＯにおける研究不正等の告発受付窓口 

http://www.meti.go.jp/policy/economy/gijutsu_kakushin/innovation_policy/kenkyu-fusei-shishin.html
http://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/kokuhatu_index.html
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ＮＥＤＯにおける公的研究費の不正使用等及び研究活動の不正行為に関する告発・相談及び

通知先の窓口は以下のとおりです。 

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 リスク管理統括部（公正対策室） 

〒212-8554 神奈川県川崎市幸区大宮町 1310 

電話番号： 044-520-5131 

FAX 番号： 044-520-5133 

電子メール：helpdesk-2@ml.nedo.go.jp 

ウェブサイト： 研究活動の不正行為及び研究資金の不正使用等に関する告発受付窓口 

http://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/kokuhatu_index.html 

（電話による受付時間は、平日：9 時 30 分～12 時 00 分、13 時 00 分～18 時 00 分） 

 

(10) 国立研究開発法人の契約に係る情報の公表 

「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成 22年 12月 7日閣議決定）に基づき、採択

決定後、別添９のとおりＮＥＤＯとの関係に係る情報をＮＥＤＯのウェブサイトで公表することがあ

りますのでご了知ください。なお、本公募への応募をもって同意されたものとみなします。 

 

(11) 安全保障貿易管理について（海外への技術漏洩への対処） 

① 我が国では、我が国を含む国際的な平和及び安全の維持を目的に、外国為替及び外国貿易法

（昭和 24 年法律第 228 号）（以下「外為法」という。）に基づき輸出規制※が行われています。

外為法で規制されている貨物や技術を輸出（提供）しようとする場合は、原則外為法に基づ

く経済産業大臣の許可を受ける必要があります。 

※我が国の安全保障輸出管理制度は、国際合意等に基づき、主に①炭素繊維や数値制御工作機械などある一定以上の

スペック・機能を持つ貨物（技術）を輸出（提供）しようとする場合に、原則として、経済産業大臣の許可が必要と

なる制度（リスト規制）と②リスト規制に該当しない貨物（技術）を輸出（提供）しようとする場合で、一定の要件

（用途要件・需要者要件又はインフォーム要件）を満たした場合に、経済産業大臣の許可を必要とする制度（キャッ

チオール規制）から成り立っています。 

② 貨物の輸出だけでなく技術提供も外為法の規制対象となります。リスト規制技術を外国の者

（非居住者）に提供する場合等は、その提供に際して事前の許可が必要です。技術提供には、

設計図・仕様書・マニュアル・試料・試作品などの技術情報を、紙・メール・CD・USB メ

モリなどの記録媒体で提供することはもちろんのこと、技術指導や技能訓練などを通じた作

業知識の提供やセミナーでの技術支援なども含まれます。外国からの留学生の受入れや、共

同研究等の活動の中にも外為法の規制対象となり得る技術のやりとりが多く含まれる場合が

あります。 

③ 本事業を通じて取得した技術等を輸出（提供）しようとする場合についても、規制対象とな

る場合がありますのでご留意ください。経済産業省から指定のあった事業については委託契

約締結時／交付決定時において、本事業により外為法の輸出規制に当たる貨物・技術の輸出

が予定されているか否かの確認、及び、輸出の意思がある場合は、管理体制の有無について

確認を行います。なお、同確認状況については、経済産業省の求めに応じて、経済産業省に

報告する場合があります。また、本事業を通じて取得した技術等について外為法に係る規制

違反が判明した場合には、契約／交付決定の全部又は一部を解除する場合があります。 

④ 安全保障貿易管理の詳細については、下記をご覧ください。 

・ 経済産業省：安全保障貿易管理（全般） http://www.meti.go.jp/policy/anpo/ 

（Q&A http://www.meti.go.jp/policy/anpo/qanda.html ） 

・ 経済産業省：安全保障貿易ハンドブック http://www.meti.go.jp/policy/anpo/seminer/shiryo/handbook.pdf 

・ 一般財団法人安全保障貿易センター http://www.cistec.or.jp/ 

・ 安全保障貿易に係る機微技術管理ガイダンス（大学・研究機関用） 

http://www.meti.go.jp/policy/anpo/law_document/tutatu/t07sonota/t07sonota_jishukanri03.pdf 

 

mailto:helpdesk-2@ml.nedo.go.jp
http://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/kokuhatu_index.html
http://www.meti.go.jp/policy/anpo/
http://www.meti.go.jp/policy/anpo/qanda.html
http://www.meti.go.jp/policy/anpo/seminer/shiryo/handbook.pdf
http://www.cistec.or.jp/
http://www.meti.go.jp/policy/anpo/law_document/tutatu/t07sonota/t07sonota_jishukanri03.pdf


20 

(12) 重複の排除 

国（国立研究開発法人等を含む）が助成する他の制度（補助金、委託費等）において、過去実

施した事業または現在実施中の事業と今回提案された個別テーマが、同一の提案者による同一の

研究開発課題（配分される研究開発の名称及びその内容をいう。）と判断された場合、採択は行

いません。 

 

(13) 研究開発独立行政法人から民間企業への再委託 

研究開発独立行政法人から民間企業への再委託又は共同実施（再委託先又は共同実施先へ資金

の流れがないものを除く。）は、原則認めておりません。 

 

(14) 実施体制に外国法人を含む場合の提出資料について 

実施体制に外国法人が含まれる場合、本調査実施後に行われるステージゲート審査を経て実証

前調査に移行する際、助成金の交付申請に併せて「課題設定型産業技術開発費助成金に係る確約

書」（別添８）の提出が必要となります。 

 

(15) 物品の調達について 

本事業の実施にあたって必要となる設備・機器等については、技術実証内容に照らし合わせ、

国内製品に限らず、国内外から技術的優位性のあるものを調達することとします。ただし、本事

業を実施するにあたって支障のない範囲で、経済性を重視して調達することも可とします。 

 

(16) 事業実施途中における実施体制の変更について 

実証研究の実施体制は提案時に提示されたものを原則とします。提案内容のメインとなる部

分について、途中で新たな助成事業者を加えることは認められません。 

（実証研究段階で新たに体制に追加することが提案時点で分かっている場合には、その旨を提

案書に明記すること。） 

 

ただし、提案内容の一部分について助成事業者からの委託等※として企業を実施体制に追加する

ことは、以下を条件に可能です。 

• 助成事業者から委託等をすることの合理的な理由があること 

• 委託等される業務を履行する能力等があること 

• 外部有識者の審議等により適切と認められること 

• 助成事業者からの委託等費は、助成対象費用の額の 50％未満であること 

 

また、技術実証要素がない場合には、その内容が適切と判断されれば、外注先として追加するこ

とが可能です（ただし、相見積が必要）。なお、当初の実施体制から助成事業者等が抜けること

は、実証研究への影響を踏まえて適切と判断される場合には可能です。 

 

※ 委託等とは、NEDO の助成先からの委託または共同研究をいう。 

 

(17) ＮＥＤＯと事業者の役割について 

ＮＥＤＯは、政府予算の適正な執行のために必要な事業の管理、実施方法に係る助言、関連事業

の情報提供及び相手国政府等とのＭＯＵの締結等を行います。事業者は、事業の具体的な方法、手

段、手順（相手国企業との調整及びＰＡの締結、現地における税制対応及び許認可取得、実証機器

の製造・輸送・設置、実証運転並びに普及活動を含む）の検討とその実施を主体的に担っていただ

きます。 
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9. 説明会の開催 

当該公募の内容、契約に係る手続き、応募書類等についての説明会をオンラインで開催いたします。

出席希望の企業等は、（1）国際エネルギー実証事業説明会への参加希望、（2）社名、（3）出席者氏名、

（4）出席者の連絡先（電話番号及びメールアドレス）を記載の上、下記の問い合わせ先へメールに

てご連絡ください。様式は問いません。お申し込みをされた方に対して、別途オンライン説明会の詳

細情報を事務局からご連絡いたします。当日は公募資料に基づき説明しますので、ＮＥＤＯウェブサ

イトの当該公募情報の資料欄から必要な書類をダウンロードしてお手元にご用意ください。 

 

【オンライン開催】 

   日時：  ２０２０年８月７日（金）１３時３０分～１４時３０分 

アクセス方法： 別途、メールにて連絡予定 

参加申込み期限： ２０２０年８月６日（木）正午 

  

 

10. 問い合わせ先 

本件に関する内容及び契約に関する質問等は説明会で受け付けます。それ以降のお問い合わせは、

９月３日（木）まで、下記宛電子メールで受け付けます。また、希望者に対しては、９月１日（火）

までの面談も受け付けます。ただし審査の経過等に関するお問い合わせには応じられません。 

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 国際部 

エネルギー消費の効率化等に資する我が国技術の国際実証事業 公募担当（坂、彌城、長澤） 

E-MAIL：international@ml.nedo.go.jp 

 

11. NEDO 事業に関する業務改善アンケート 

ＮＥＤＯでは、ＮＥＤＯ事業に関する業務改善アンケートを常に受け付けております。ご意見のあ

る方は、以下リンクの「7. ＮＥＤＯ事業に関する業務改善アンケート」にて、ご意見お寄せいただ

ければ幸いです。 

   https://www.nedo.go.jp/shortcut_jigyou.html 

なお、内容については、本事業に限りません。 

 

12. その他 

再委託を行う場合には、提案書に、「再委託の理由及びその内容」を御記載ください。 

 

13. 【参考】ステージゲート審査/事業化評価/フォローアップ審査の審査基準（予定） 

ステージゲート審査／事業化評価においても、外部有識者で構成される委員会と、ＮＥＤＯ内の

契約・助成審査委員会の二段階で審査を行います。外部有識者による審査の基準は表１を予定して

いますが、今後変更の可能性があります。変更の場合は、ステージゲート審査前又は事業化評価前

に改めて審査基準を提示します。 

 

表 1：ステージゲート審査及び事業化評価の審査基準（予定） 

項目 重視するポイント 
要
件
審
査 

実証研究の実施
国・地域 

・実証研究の実施地域が、外務省海外安全情報において、危険情報レベル２以上の地域を含
まないこと（複数地域で実証研究を行う場合は、主要な実証研究の実施地域が危険情報レベ
ル２以上の地域を含まないこと）。 

実証技術の主目
的 

・顕著なエネルギー消費削減効果・石油代替効果が期待できるものであり、コアとなる技術
が我が国のものであるもの。 

mailto:international@ml.nedo.go.jp
https://www.nedo.go.jp/shortcut_jigyou.html
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実証研究後の目
標 

・実証研究後、国内外市場での普及が期待できる技術であること。または、制度的に先行し
ている海外のエネルギー市場での実証を通じて、日本への成果還元が期待できること。 

明確な課題 ・実用化に向けた技術的課題が明確であること。または、実証を行う地域特有の運用上の課
題が明確かつ挑戦的であること。 
（既に実用化が進展しており、課題が明確でないものは対象外。） 

提案者の財務状
況 

・実証の遂行及び実証後の普及活動を行うことができる財務状況にあるか、又は資金調達力
を有していること。 

実
証
研
究
の
内
容 

公的資金の必要
性及び事業手法
の適切性  

・当該事業は、民間企業のみでは実現が難しいものであるか、又は公共性が高いことにより
公的資金による実施の必要性があるか。 

・当該事業の実施にあたり、他の手法（日本への招聘、技術者の派遣等）と比較して、対象国
における実証という手法が適切であるか。 

対象技術の妥当
性 

・技術のスペックや効果、開発・販売状況等について具体的な説明ができているか。 
・提案技術は、導入を検討している国・地域のニーズや現状を踏まえたものであり、また競

合技術・代替技術に対して市場競争力を持つ可能性が高いものか。  
・対象技術は、対象国・地域において、新規性があるか。 
・技術実証要素が明確かつ妥当か。 

実証研究の成果
目標の具体性及
び妥当性 

・実証研究の実施によって達成を目指す技術的目標が設定され、その根拠は明確か。 
・その他の成果目標がある場合は、具体的に記載できているか。 
・設定された目標は、国内外の技術動向及び市場動向、対象国・地域における社会的・経済的
ニーズ等を踏まえたものになっているか。 

実証研究の全体
計画の妥当性 

・想定している実証サイトは適切か。 
・スケジュール及び予算額は妥当であり、具体的かつ実現可能な計画となっているか。 
・当該事業の実施にあたり、実証に必要な最低限の構成要素（設備等）となっているか。 
・日本及び対象国・地域において、当該事業の実施に必要な体制（技術者、設備等含む）が確

立されているか。 
・日本及び対象国・地域との間で、適切な役割分担及び費用分担が確保される見通しが立っ

ているか。    
実証研究を実施
する上で必要な
手続きの網羅性 

・実証研究を実施するうえで確認や取得が必要となってくる許認可、標準・規格、輸送・通
関、税などの各種手続きについて、具体的な記載があるか。    

実証研究実施中
のリスク管理 

・当該実証事業の実施に悪影響を与え得る不確実要素（リスク）を抽出し、具体的な対応策
が検討されているか。  

実
証
事
業
の
普
及
可
能
性 

事
業 
戦
略 

市場分析 ・目指す市場が明確に定義されているか。（顧客の特性を分解・整理した上で狙う領域を決め、
自社の立ち位置を明確にしているか。） 

・外部環境要因（政治、経済、社会、技術）も考慮した市場分析（規模、成長性、価格推移な
ど）が十分になされた上で、狙う市場は将来的な成長が見込まれるか。 

競合分析 ・対象国における競合企業・競合技術等を十分かつ妥当な分析の上、自社の強みを特定でき
ているか。 

・競合分析結果を踏まえて、自社の戦略（ターゲット、マーケティング手法、標準化など）の
検討がなされているか。 

事業体制 ・供給者から需要者までのバリューチェーンを踏まえた事業モデルを構築しているか。 
・いつまでに何をするのか（例：営業体制、人員増強、新製品導入計画など）という実行計画

が明確になっているか。 
・関係機関（国・州政府など）との合意、認証取得などが必要となる場合、その取得の実行計

画が明確になっているか。 

成果 普及
時の リス
ク管理 

・当該実証終了後の事業の収益・採算に影響を及ぼすことが想定されるリスクを抽出してい
るか。 
・主要リスクに対し具体的な対策が検討されているか。 

資金調達 ・総投資額が明確にされ、調達先の目途が立っているか。 
・行政などから補助金等が不可欠な場合は、その受領見込みが立っているか。 

事
業
収
益
性 

供給者 
（収益性） 

・想定事業年度において明確な事業収益性（売上額、営業利益額）が確保されているか。 
・投資が必要な場合は、十分な回収見込みがあるか。投資が不要な場合は、十分な営業利益

率が確保できる見込みか。 

供給者 
（営 業利
益） 

・実証事業におけるＮＥＤＯ負担額以上の利益が、供給者が想定する普及事業期間内で創出
されているか。 

需要者 
（収益性） 

・需要者にとって十分な事業採算性（＝投資回収）が見込めるか。 

波
及
効
果 

対象国・地域又
は日本への波及
効果の可能性 

・実証研究を実施し、またその後普及することで、対象国・地域や日本におけるエネルギー
問題、二酸化炭素排出、インフラ整備、雇用、人材育成等、各種課題の解決への貢献又は波及
効果が期待できるか。 

 

フォローアップ審査の審査基準は表２を予定していますが、今後変更の可能性があります。変更

の場合は、フォローアップ審査前に改めて審査基準を提示します。 
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表 2：フォローアップ審査の審査基準（予定） 

項目 重視するポイント 
要
件
審
査 

フォローアップ
の目的 

・公募要領で提示するフォローアップの目的に合致しているか。 

フォローアップ
の実施国・地域 

・フォローアップの実施地域が、外務省海外安全情報において、危険情報レベル２以上の地
域を含まないか（複数地域でフォローアップを行う場合は、実施地域が危険情報レベル２以
上の地域を含まないか）。 

明確な課題、実
証技術の主目
的、資産の継続
的な活用、実証
研究後の目標 

・４項目※につき、事業化評価（実証研究への移行が決まった）時点から変更がないか。 
※ 
① 明確な課題（実用化に向けた技術的課題が明確であること。または、実証を行う地域特有
の運用上の課題が明確かつ挑戦的であること。） 
② 実証技術の主目的（顕著なエネルギー消費削減効果・石油代替効果が期待できるもの。） 
③ 資産の継続的な活用（実証終了後に実証資産の継続的な活用が見込まれること。） 
④ 実証研究後の目標（実証研究後、海外市場での普及が期待できる技術であること。または、
制度的に先行している海外のエネルギー市場での実証を通じて、日本への成果還元が期待で
きること。） 

提案者の財務状
況 

・フォローアップの遂行及び実証後の事業者独自の（本フォローアップではない）普及活動
を行うことができる財務状況にあるか、又は資金調達力を有しているか。 
 

実証研究の成果
目標の達成 

・実証研究で設定した技術的目標（その他の目標があればそれも）が達成されたか。 

フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
の
内
容 

国・地域の妥当
性 

・対象とした国・地域において、対象技術に対するニーズが強く存在し、フォローアップ後
に大幅な普及が見込まれるか。または、日本にはない市場環境が存在するなど、その国でフ
ォローアップを行う妥当性が十分あるか。 
・日本で普及していない技術である場合には、対象国・地域で普及すると考える理由が明確
に示され、その国・地域でフォローアップを行う妥当性が十分あるか。 

NEDO が資金を
投じることで得
られる効果 

・ NEDOが資金を投じることによって大きな効果が期待できるか。 

フォローアップ
の全体計画の妥
当性 

・想定している実施場所は適切か。 
・スケジュール及び予算額は妥当であり、具体的かつ実現可能な計画となっているか。 
・当該事業の実施にあたり、効率的な実施内容となっているか。 
・日本及び対象国・地域において、当該事業の実施に必要な体制（技術者、設備等含む）が記
載されているか。 

フォローアップ
の成果目標の具
体性及び妥当性 

・フォローアップの実施によって達成を目指す目標が適切に設定され、その根拠は明確か。 
・その他の成果目標がある場合は、具体的に記載できているか。 

フォローアップ
を実施する上で
必要な手続の網
羅性 

・フォローアップを実施するうえで必要な各種手続きについて、確認できているか。 

フォローアップ
実施中のリスク
管理の妥当性 

・実証研究の終了時点までのリスクマネジメント管理シートが適切に更新され、かつ、起こ
りやすさと影響の大きさについての記載が NEDOとして許容できる範囲となっているか。 

事
業
の
普
及
可
能
性 

市場 ・ターゲットとする市場は、明確に定義されているか。 
・ターゲットとする市場は、一定の規模があるか。  
・ターゲットとする市場は、将来的な成長が見込めるか。 

競争力 ・ターゲットとする市場において、実証機器・システムには品質・性能（技術）面の競争力が
あるか。 
・ターゲットとする市場において、実証機器・システムには価格競争力があるか。 
・ターゲットとする市場において、実証機器・システムは、競合する技術、機器・システム、
企業との競争に競い勝てるか。 

ビジネスモデ
ル・事業体制 

・ターゲットとする顧客層や顧客は、特定されているか。実証機器・システムの営業戦略は、
明確か。販路ほか販売方法は、明確か。 
・ビジネスモデル・事業体制は、サプライチェーンにおけるステークホルダー（現地パート
ナーを含む）とともに、計画・構築されているか。 

事業計画・リス
クマネジメント 

・実証機器・システムのターゲット市場における事業計画は、全社の経営戦略と整合的に位
置づけられているか。 
・ターゲットとする市場のビジネス環境（政治・政策・制度・経済・金融・社会・インフラ・
環境・エネルギー・技術）で、顕在化の蓋然性を含め、事業の収益・採算に影響を及ぼすリス
クを特定しているか。主要リスクへの対応策を検討しているか。 

収支計画 ・想定事業年 10年間とした場合、期間中、売上と営業利益を見込むことができるか。営業利
益見込みは NEDO助成金額を上回っているか。 
・収支計画において、売上と営業利益の前提条件・根拠は、妥当か。 
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波及効果 ・普及することで、対象国・地域や日本におけるエネルギー問題、二酸化炭素排出、インフラ
整備、雇用、人材育成等、各種課題の解決への貢献又は波及効果が期待できるか。 

 

 

14. 【参考】財産の処分制限と収益納付 

助成の場合、取得した財産（消費税抜きで５０万円以上）は助成事業者に帰属し、耐用年数（減価償

却資産の耐用年数等に関する省令の別表を参照）の期間中、助成金の交付目的に従って使用すること

（目的内使用）が求められています。転用（助成事業者が交付目的以外の目的で使用）、譲渡、交換

（他者の財産と交換）、貸付け、担保に供する処分（担保権を設定）、取壊し、廃棄の場合は、一定の額

をＮＥＤＯに返納していただく必要がありますのでご注意ください。 

また、事業終了後の５年間は、事業の成果による収益が発生したと認められる場合、その一部※１をＮ

ＥＤＯに納付していただくことがあります。詳細は課題設定型産業技術開発費助成事業の事務処理マニ

ュアル※２でご確認ください。 

※１ 収益納付額＝助成事業に係る当該年度収益額×助成金寄与度 

※２ 事務処理マニュアル http://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/hojo_josei_manual_manual.html 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

【注意】処分制限期間中の財産の所有・使用・処分方法によっては、ＮＥＤＯへの納付金が必要な場合があ

ります。必ず、どのケースに該当するかについて個別にご相談ください。 

 

 
 

※1 実証研究と同様の目的で取得財産を使用する場合は、継続使用とみなす。 

※2 処分制限期間中に再び財産処分を行う場合には、交付規程に基づき NEDOの承認を得ること。 

 

図：処分制限期間内の想定される取得財産の活用方法（NEDO事業終了後）の例 

竣工・検収 事業終了 

助成事業期間 

財産処分制限期間（助成先が設定する耐用年数） 

収益納付対象期間（５年間） 

図：助成事業期間、財産処分制限期間、収益納付対象期間の基本的な考え方 

http://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/hojo_josei_manual_manual.html
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関連資料 

基本計画 

２０２０年度実施方針 

別添１－１：提案書本文 

別添１－２：事業概要書（PowerPoint） 

別添２：提案概要 Excel 

別添３：提案書類受理票 

別添４：ワーク・ライフ・バランス等推進企業に関する認定等の状況について 

別添５：提出書類チェックリスト 

別添６：仕様書ひな形 

別添７：実証前調査以降の実施内容及び実施にあたっての手続きに係る説明 

別添８：課題設定型産業技術開発費助成金に係る確約書 

別添９：契約に係る情報の公表について 

 


